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平成 元 年 40,935
平成   2 年 42,870
平成   3 年 45,062
平成   4 年 46,764
平成   5 年 47,104
平成   6 年 48,156
平成   7 年 46,301
平成   8 年 49,438
平成   9 年 52,433
平成 10年 54,973

平成 11年 57,710
平成 12年 61,255
平成 13年 63,804
平成 14年 64,007
平成 15年 64,376
平成 16年 66,932
平成 17年 69,831
平成 18年 72,235
平成 19年   74,160
平成 20年   76,436

平成 21年   77,878
平成 22年   81,984
平成 23年   78,754
平成 24年   88,156
平成 25年   96,020
平成 26年 104,490
平成 27年 110,778
平成 28年 105,350
平成 29年 110,191

●公正証書遺言件数

	2	 公正証書遺言件数の推移
　以下のグラフ及び表は、全国の公証役場で作成された公正証書遺言件数の過去 29年間の推移である。その
件数は増加傾向にあり、平成 29年は 110,191 件の公正証書遺言が作成された。少子化、高齢化社会の進行
の中で、相続・遺言に対する関心が高まっていることが確認される。

【公正証書遺言とは】
遺言の方式は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類が法律上定められている。このうち、公正証書遺言は、遺言者が公
証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめて公正証書遺言として作成するものである。

公正証書遺言件数
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※�日本公証人連合会からの提供データによる。


